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財 務 規 則 に 基 づ く か い の 指 定 （ 昭 和 三 十 九 年 宮 崎 県 告 示 第 二 百 十
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宮 崎 県 東 京 職 員 寮 利 用 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を こ こ に 公 表 す

る 。
平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

訓 令 甲 第 十 二 号

本 庁

各 出 先 機 関

宮 崎 県 東 京 職 員 寮 利 用 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

宮 崎 県 東 京 職 員 寮 利 用 規 程 （ 昭 和 四 十 七 年 訓 令 甲 第 三 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 号 中 「 、 出 納 長 」 を 削 り 、 「 地 方 労 働 委 員 会 」 を 「 労

働 委 員 会 」 に 改 め 、 「 企 業 局 長 」 の 下 に 「 、 病 院 局 長 」 を 加 え 、 同

条 第 二 号 中 「 監 査 委 員 事 務 局 」 を 「 監 査 事 務 局 」 に 、 「 地 方 労 働 委

員 会 事 務 局 」 を 「 労 働 委 員 会 事 務 局 」 に 、 「 及 び 企 業 局 の 職 員 」 を

「 、 企 業 局 の 職 員 及 び 病 院 局 の 職 員 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 第 一 号 の 改

正 規 定 （ 「 、 出 納 長 」 を 削 る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 平 成 十 九 年 四 月 一

日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 職 員 研 修 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

訓 令 甲 第 十 三 号
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各 出 先 機 関

労 働 委 員 会 事 務 局

宮 崎 県 職 員 研 修 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

宮 崎 県 職 員 研 修 規 程 （ 昭 和 四 十 四 年 訓 令 甲 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。
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を 「 こ の 条 」 に 改 め る 。

第 二 十 一 条 第 四 項 中 「 若 し く は 係 長 」 を 「 、 主 幹 若 し く は 副 主 幹 」

に 改 め る 。
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こ の 訓 令 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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宮 崎 県 工 事 検 査 規 程 （ 昭 和 五 十 五 年 訓 令 甲 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 中 「 技 術 史 員 」 を 「 職 員 」 に 改 め る 。

第 十 二 条 第 一 項 中 「 土 木 部 」 を 「 県 土 整 備 部 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日
宮 崎 県 人 事 委 員 会 委 員 長 黒 木 奉 武
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職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第

一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 八 条 第 一 号 中 「 係 長 以 上 の 職 」 を 「 副 主 幹 以 上 の 職 （ 公 安 職

給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 職 に あ つ て は 警 部 補 以 上 の 職 ） 」 に 改

め る 。
別 表 第 二 職 員 採 用 試 験 （ 高 等 学 校 卒 業 程 度 ） の 項 中 「 応 用 力 学 」

を 「 構 造 力 学 」 に 改 め る 。
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こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

公 益 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日
宮 崎 県 人 事 委 員 会 委 員 長 黒 木 奉 武

宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 六 号

公 益 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則

公 益 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 四 年 宮 崎 県 人

事 委 員 会 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 条 例 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 該 当 す る 団 体 の 項 中

「

を
」

「

に 、

」

「

を
」

「

に 改 め 、 同 表 条

」

例 第 二 条 第 一 項 第 三 号 に 該 当 す る 団 体 の 項 中

「

」 を

「

」
に 、

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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